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１．環境経営方針

＊基本理念

弊社は、造園業務を本業とし、創業70年の信頼をもって「居心地の良い落ち着く環境」

を地元に対して提供することを目的に揚げる。自主的、積極的に環境保全に取り組み、

持続可能な豊かな社会を目指して、総ての事業活動を通じて地球環境全体に貢献します。

＊行動指針

具体的に次のことに取り組みます。

①環境関連法等規制の遵守

②電力・自動車燃料の消費に伴う二酸化炭素排出量の削減

③廃棄物の減量・再使用・再生利用の推進

④水資源の節水

⑤環境にやさしい製品の購入及び活用

⑥資源回収への協力

これらについて環境活動計画を定め、定期的に見直しを行い、継続的な改善に努めます。

制定日:2020年7月1日

　　　　㈲太田造園

　　　　代表取締役　太田　知子



２．組織の概要及び対象範囲

(1)事業者名及び代表者名

　　 有限会社　太田造園

代表取締役　太田　知子

(2)所在地

本　社 愛知県岡崎市定国町字北浦11番地1

資材置場 愛知県岡崎市定国町字西浦53番地

(3)環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者 専務取締役 太田　剛 TEL:　　0564-43-3677

担当者 経理部 太田　真理

(4)事業内容

造園、緑化事業の請負、設計、施工、並びに管理

上記に付帯関連する一切の業務

(5)事業の規模

法人設立年月日：平成17年9月21日

資本金　　　　：1,000万円

売上高　　　　：8,000万円

車両台数　　　：8台

延べ床面積　　：　31.46㎡

従業員　　　　：7名

(6)認証・登録範囲の対象組織・活動

登録事業者名：有限会社　太田造園

対象範囲　　：本社、資材置場

対象活動　　：造園、緑化事業の請負、設計、施工、並びに管理

環境経営レポートの対象期間：2021年7月～2022年6月

環境経営レポートの発行日　：2023年2月27日



３．実施体制

実施体制図

代表取締役　　太田　知子

役割・責任・権限

・経営における課題とチャンスの明確化

・実施体制の構築

・環境方針の作成

・環境管理責任者の任命

・資源（人材・設備・費用）の準備

・環境目標、環境活動計画の承認

・環境経営レポートの承認

・代表者による全体の評価の見直し

・環境目標・環境活動計画書の作成

・外部からの苦情・要望の窓口

・全体計画立案・実施状況のまとめ

・環境活動レポートの作成

・環境関連文書・記録の作成及び管理

・エコアクション21の取組を実施し、その状況を確認及び記録

・環境方針の理解と環境への取組み実施

・環境改善活動への自主的・積極的な参加

代表者

環境管理責任者

太田　剛

造園部

事務局

太田　真理

担当者

代表者 太田 知子

・代表者に代わり環境経営システムを構築・運用・維持

しその状況を代表者に報告
太田　剛環境管理責任者

太田 真理事務局

造園部 ―

全社員



４．1　環境経営目標（2020年度から2022年度）

―

―

―

―

*1 二酸化炭素排出量は、ガソリン使用量、軽油使用量の合計する。

*2 電気、水道は、住居と事務所が共益費のため使用量が把握できないので、目標設定せずに

削減の取組みを行う。

・化学物質（PRTR該当）は使用していません。

・社会貢献活動としては、資源回収作業に協力します。

・コピー用紙1枚0.004㎏とする。

＊3一般廃棄物排出量は仕事量に比例するため実績値は把握するが削減目標値は定めない。

　　＊4産業廃棄物排出量は工事に係わる樹木伐採等であり定期的には発生しない。

　そのため実績値は把握するが削減目標値は定めない。

　但し2023年10月以降、新事務所が稼働した際は別途考える。
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令和元年度

単位

年度目標(7月～翌6月）

2020年

令和2年度

2022年

令和4年度

社会貢献

ガソリン使用量の削減

軽油使用量の削減

一般･産業廃棄物の削減

＊3、＊4

二酸化炭素

排出量

二酸化炭素総排出量

の削減 *1*2

廃棄物

排出量

コピー用紙の削減

(モノクロ＋カラー）

㎏

－CO2
13,647

1%削減

13,511

町内資源回収作業

への協力

63,469

0

―廃㎏

産廃㎏

1%削減

2%削減

13,375

2%削減

2,281

実績値を把握し適切に管理する

(一般廃棄物は、岡崎市クリーンセンター扱

い）

18.93

4,685

18.74 18.55

4,638

13,238

3%削減

3%削減

3,227 3,194

2%削減



４．2　環境経営目標（2023年度から2025年度）

―

―

―

―

＊1 二酸化炭素排出量は、電気使用量、ガソリン使用量、軽油使用量の合計する。

＊2 　2023年10月以降、新事務所が稼働した為、電気、水道は、新事務所の共益費としての使用量

の把握出来るようになった。 2023年度（2023年7月～2024年6月）から目標値管理を

を行い、削減の取組みを行う。 

 CO2排出係数は中部電力２０２２年調整後排出係数0.459kg-CO2/kWh.

・化学物質（PRTR該当）は使用していません。

・社会貢献活動としては、資源回収作業に協力します。

・コピー用紙1枚0.004㎏とする。

＊3一般廃棄物排出量（伐採枝葉）は仕事量に比例するため実績値は把握するが削減目標値は定めない。

　　＊4 産業廃棄物排出量は工事に係わる樹木伐採等であり定期的には発生しない。

　そのため実績値は把握するが削減目標値は定めない。
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4,347

1%削減 2%削減 3%削減

4,304

産廃㎏ 0

9,286

㎏ 38,3 37.9 37.5 37.2

9,382

3,359 3,325 3,292

4 4 4 4

社会貢献
町内資源回収作業

への協力
4回/年

30

水使用量
総排水量の削減

＊2
m3

30

1%削減

廃棄物

排出量

コピー用紙の削減

(モノクロ＋カラー）

枚 9,573 9,477

一般･産業廃棄物の削減

＊3＊4

―廃㎏ 109,268 実績値を把握し適切に管理する

(一般廃棄物：伐採枝は、岡崎市クリーンセ

ンター扱い）

3%削減

17,373 17,199 17,026 16,683

目標項目 単位

基準年(実施) 年度目標(7月～翌6月）

2022年 2023年度 2024年度 2025年度

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

二酸化炭素

排出量

二酸化炭素総排出量

の削減 ＊1＊2

㎏

－CO2

1%削減 2%削減

ガソリン使用量の削減 L

1%削減 2%削減

軽油使用量の削減 L

1%削減 2%削減

2,940 2,911 2,881



5.環境経営計画

アイドリングストップ、エコ運転の実施

アイドリングストップ、エコ運転の実施

・上記案件は、3ヶ月毎に実施状況を確認し、必要に応じて改善を行う。

廃棄物の分別の徹底

植栽の促進・廃棄物の削減

町内会資源回収作業への協力

太田　剛

太田　剛

太田真理

コピー用紙裏紙の利用

廃棄物の分別の徹底・廃棄物の再利用

節水の徹底

蛇口(出っ放し）のチェック
太田真理

二

酸

化

炭

素

排

出

量

の

削

減

一般廃棄物

産業廃棄物

造園工事

資源回収

廃棄物排出量の削減

環境配慮

社会貢献

電気使用量

総排水量の削減 水使用量の削減

太田真理

ガソリン

軽油

化石燃料

全社員

太田知子

全社員

太田知子

節電の実施

昼休み、退社時の消灯の徹底

照明のLED化

エアコン温度の管理

不要な照明及び機器等の電源OFF

車両切替時の低燃費車導入推進

エアコンフィルターの清掃

車両切替時の低燃費車導入推進

環境計画 取組内容 担当

全体計画
太田真理

太田　剛

環境活動レポート作成、審査申請

教育



6．環境経営目標の実績

―

―

―

評価…　〇：１％以上削減　　　　△：±１％未満削減　　　×：増加

130.2%

増減なし

増減なし

〇

〇

×

-

―

×206.40%

―

社会貢献 町内資源回収作業への協力

4 4 4

4回/年

kg

kg

19.12

4,638 9,573

18.55 38.29

実績値を把握し

適切に管理する

63,469 ― 109,268

基準値/目標値

枚

㎏

4,781

0

環境配慮 造園工事全般 件数
1 1 1

L

評価

〇△×

13,647

当期目標 当期実績 当期目標

に対して

の増減

13,238

基準年

116.2% ×

105.1% ×

2,940

削減率/基準年比

基準値/目標値

削減率/基準年比

基準値/目標値

3,194 3,359

0 ―

2022
単位

kg－CO2

削減率/基準年比

基準値/目標値

3%削減

15,378

L

3%削減

3,293

2,258

二酸化

炭素排

出量

2,328

3%削減

2019年 2022年

3%削減

目標項目

廃棄物

排出量

コピー用紙の削減

(モノクロ＋カラー）

削減率

一般廃棄物の削減

（伐採枝葉など）

産業廃棄物の削減

二酸化炭素総排出量

の削減

―

ガソリン使用量の削減

軽油使用量の削減



7.環境経営計画の取組結果と評価、今後の取組み

◎よくできた　〇まあまあできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

(結果）　　　環境目標達成状況：未達成

(評価）　　　省エネの意識は向上した

(今後の取組み)　

エアコンの温度設定を管理しつつ、今までの活動を継続

アイドリングストップ、エコ運転の実施(結果）　　　環境目標達成状況：未達成

(評価）　　　ガソリン、軽油共増加した

アイドリングストップ、エコ運転の実施(今後の取組み)　相乗り、エコドライブの継続

(結果、評価）環境目標達成状況：未達成

(今後の取組み)今後の引き続き裏紙の利用を心掛ける

・次年度の環境計画：取り組みを継続していく

（今後の取組み）活動を継続

(結果、評価）達成(今後の取組み）活動を継続

取組結果と評価、並びに次年度の取組内容

廃棄物の分別の徹底・廃棄物の再利用

漏水のチェック 〇

〇

〇

△

〇

〇

〇

〇

産業廃棄物 廃棄物の分別の徹底

(結果、評価）環境目標達成状況：未達成

環境目標項目 取組内容
達成

状況

電気使用量

節電の実施

不要な照明及び機器等の電源OFF

昼休み、退社時の消灯の徹底

照明のLED化

エアコン温度の管理

エアコンフィルターの清掃

×

二

酸

化

炭

素

排

出

量

の

削

減 ガソリン

社会貢献 資源回収 町内会資源回収作業への協力

△

〇

環境配慮 造園工事 植栽の促進・廃棄物の削減

総排水量

の削減

水使用量

の削減

節水の徹底 〇

軽油

〇

車両切替時の低燃費車導入推進

化石

燃料

車両切替時の低燃費車導入推進

〇

〇

〇

廃棄物

排出量の

削減

一般廃棄物

コピー用紙裏紙の利用

〇



8.環境関連法規等の取りまとめと遵守評価

評価…　〇できた　　×できなかった

・適正なる一般及び産廃処理業者との

委託契約

・処理業者との委託基準遵守

・特定家庭用機器 ・適正な引き取り業者への料金の

･テレビ･冷蔵庫･洗濯機･エアコン･乾燥機 支払い

・適正な引き取り業者への料金の

支払い及び簡易点検の実施

自動車NOX法･PM法 ・ディーゼル車 ･基準適合表示の付いた特定特殊自動車の使用

・バックホウ等の特定特殊自動車 ･アイドリングストップの推進･空ぶかし防止

･５00万円以上のその他の工作物に関する ･特定建設資材の分別解体･再資源化の実施

工事(土木工事など） ･発注者への計画等説明及び完了報告

･適正な引き取り業者への引き渡しと料金の

支払い

･特定建設作業の実施 ･市町村への提出

･基準の遵守 ･低騒音･低振動機械の使用

･農薬使用基準

･農薬使用の記録

･殺虫剤 ･適正な管理（保管方法、在庫管理）

愛知県の条例 ･自動車使用に伴う環境への負荷低減 ･アイドリングストップ推進･低公害車の導入

岡崎市の条例 ･廃棄物の適正処理 ･適切な産廃業者との委託

(生活環境保全関係) ･農薬及び肥料の低減 ･施工範囲の鋭意検討

違反・訴訟等　　環境関連法規等の遵守状況の評価の結果、法令への違反はありません。

　　　　　　　　　なお、関係当局より違反等の指摘は過去3年間ありません。

〇

〇

〇

〇

･使用済み自動車 〇

該当なし

〇

･殺虫剤･殺菌剤･除草剤他
〇

〇

自動車リサイクル法

振動･騒音規制法

農薬取締法

毒物及び劇物取締法

建設リサイクル法

該当なし

〇

〇

〇

該当なし

該当なし

廃棄物処理法

家電リサイクル法

フロン排出抑制法 ・業務用エアコン

オフロード法

・委託先処理状況の確認

・委託先不適切時の県知事への報告

〇

〇

〇

〇

〇

該当なし

・委託先の許可確認

・委託契約、契約書の保管(5年間）

・マニフェストの発行及び管理

・各票の保管(5年間）

・産業廃棄物管理票の交付状況報告書の提出

作成 確認

2023年6月30日 2023年7月1日

太田真理 太田　剛

〇

環境関連法令名
適用される要求項目

対象項目 基準・遵守項目

遵守

評価



9.代表者による全体の評価と見直し・指示

環境事務局による見直しに必要なコメント 作成日　2023年8月27日

作成者　　　太田真理

1.環境経営目標とその達成状況

　環境経営目標項目のうち数値目標のものは未達成項目が多かった。

　仕事量増加に伴い、ガソリン、軽油、コピー用紙枚数が増えたため確認に努めたい。

2．環境経営計画の実施状況

　環境負荷削減策を継続していきたい。

3．環境関連法規の見直し、遵守状況

　環境関連法令等は遵守されているので引き続き継続して意識を高めたい。

4.外部からの苦情などの受付結果

　外部よりの苦情・要望等はない。

代表者による変更の必要性の判断・指示 記載日　2023年9月28日

評価者　　　太田知子

項目 変更の必要性 変更【有】の場合の指示事項

1･環境方針の変更 有 無

2.環境目標の変更 有 無 2023年度から実態に合わせて

新たに設定する。

3.環境活動の変更 有 無

4.実施体制の変更 有 無

変更理由

環境事務局への指示事項

　エコアクション21への取り組みによって社員全員の環境への意識向上が見られた。

環境目標を達成できなかった原因を精査して更なる事務効率化を図り、

無駄を削減するように心がけ下さい。引き続き全社員に対し環境に関する理解が深まるように

努めて下さい。


